
  

           令和元年度事業計画 

 

   （事業期間 令和元年７月１日から令和２年６月３０日まで） 

 

                        公益財団法人 中央温泉研究所 

 

１ はじめに 

  

 我が国の温泉の源泉は約２万７千ヶ所におよび、成分や泉質及びその効能も多様性に

富んでいることが特徴である。温泉の利用は、保健、休養、レクリェーションなどの場

として、更には、地域の活性化や観光産業の振興、また最近では温泉発電にみられるよ

うな温泉熱エネルギーの活用等にも大きく寄与し、国民にとっては欠かせない存在とな

っている。 

 

温泉法は、温泉を保護し、利用の適正化を図るために、温泉の掘削、増掘や動力装置

の設置、公共の浴用、飲用基準に加えて、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガス

等による災害を防止するための措置を定めているが、いずれの行為も許可や指導の判断

には科学的知見とデータの蓄積・解析が不可欠である。 

 

当財団は、長年にわたって培ってきた経験とノウハウを活かしつつ、温泉の科学的調

査・研究に取り組み、温泉資源の保護と適正な利用及び温泉の採取などに伴う災害の防

止、温泉資源の重要性に関する啓発を行うことを通じ、自然環境の保護並びに地球環境

の保全に寄与するとともに、公益法人関係法に則した規律により適正な運営に努める。 

 

令和元年度の事業計画に当たっては、国の施策に注目し、温泉資源の保護を図りなが

ら、自然等の地域資源を活かした温泉地の活性化に向けた施策の一層の促進に協力し、

温泉の保護と適正利用に関する調査を実施する。開発による周辺温泉源泉への影響等に

ついての観測調査、温泉資源の動向モニタリング調査、温泉供給設備の改修計画の策定

などの事業に取り組むこととする。 
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２ 事業計画 

 

「公益目的事業会計」 

 

（１）公１事業（温泉に関する化学的、地質学的研究調査） 

ⅱ 国等調査研究事業 

温泉資源の動向調査、周辺工事に伴う温泉源泉影響等観測調査、温泉の適正

利用に関する調査等を行う。 

 

（２）公２事業（温泉資源の探査・適正調査、指導） 

ⅱ 国等調査研究事業 

温泉資源のモニタリング、温泉の適正採取量の検討、資源と利用状況の経年

変化等に関する調査等を行う。 

ⅲ 国等設備等設計事業 

温泉供給設備の老朽化に対する診断、改修計画の策定等を行う。 

 

（３）公３事業（温泉の分析検査、分析法等） 

ⅰ 分析事業 

(分析検査) 

・鉱泉分析法指針による温泉成分の分析の実施 

・可燃性天然ガスの分析の実施 

 

（４）公４事業（温泉保護・適正利用に関する研修会、成果発表等） 

ⅵ 温泉管理等研修会事業 

温泉旅館経営者や温泉事業者及び地方公共団体の温泉行政担当者等を対象に、

温泉の保護と適正利用（資源管理や衛生管理を含む）に関する研修会を開催 

する。 

ⅶ 技術書頒布・相談・指導等事業 

地方公共団体、温泉関係学会等における各種講習会への講師派遣を行うと 

ともに、温泉の適正利用及び危険防止策に関する相談等に適宜応じる。 
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「収益事業等会計」 

 

（５）収１事業（温泉現況等調査） 

ⅳ 一般調査事業 

温泉湧出状況調査、工事が及ぼす源泉への影響調査等を行う。 

 

（６）収２事業（温泉利用設備設計・管理） 

ⅴ 一般設備等設計事業 

    温泉配湯施設等の改修等に関する設計・管理等を行う。 
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